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金
融
商
品
の
分
類・測
定
、自
然
依
存
電
力

今
第
１
四
半
期
か
ら
強
制
適
用

さ
れ
る
基
準
の
概
要

第１章 本
特
集
で
は
、
２
０
２
６
年
度（
２
０
２
６
年
12
月
期
ま
た
は

２
０
２
７
年
3
月
期
）の
第
１
四
半
期
か
ら
強
制
適
用
さ
れ
る
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
会
計
基
準
の
改
訂
の
内
容
、
な
ら
び
に
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
解
釈

指
針
委
員
会
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
決
定
の
概
要
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

ま
た
、
国
際
会
計
基
準
審
議
会（
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
）が
２
０
２
５
年
11

月
に
公
表
し
た「
財
務
諸
表
に
お
け
る
不
確
実
性
の
報
告
に
関

す
る
設
例
」に
つ
い
て
も
解
説
す
る
。
ア
ジ
ェ
ン
ダ
決
定
は
基
準

を
修
正
す
る
も
の
で
は
な
く
、
適
用
開
始
日
が
設
定
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
れ
は
、「
財
務
諸
表
に
お
け
る
不
確
実
性
の
報
告
に
関

す
る
設
例
」も
同
様
で
あ
る
。
基
準
改
訂
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

２
０
２
６
年
１
月
１
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら
適
用
さ

れ
る（
早
期
適
用
も
含
む
）基
準
の
修
正
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

な
お
、
文
中
の
意
見
に
係
る
部
分
は
筆
者
の
私
見
で
あ
る
こ

と
を
あ
ら
か
じ
め
申
し
添
え
る
。

【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
お
よ
び
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
７
号
の

改
訂
は
２
０
２
６
年
１
月
１
日
以
降
開

始
す
る
事
業
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
。

●
金
融
負
債
の
認
識
中
止
の
タ
イ
ミ
ン
グ
、

金
融
資
産
の
分
類
に
関
係
す
る
Ｓ
Ｐ
Ｐ

Ｉ
要
件
の
判
定
、自
然
依
存
電
力
を
参

照
す
る
契
約
を
有
す
る
企
業
の
会
計
実

務
に
影
響
を
与
え
る
。

２
０
２
６
年
１
月
１
日
以
降
に
開
始
す

る
事
業
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
基
準
の
改

訂
は
３
つ
あ
る（
図
表
１
で
は
、
２
０
２
７

年
１
月
１
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度

か
ら
適
用
さ
れ
る
基
準
お
よ
び
基
準
の
改

訂
も
含
め
て
い
る
）。
こ
の
な
か
で
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
会
計
基
準
の
年
次
改
善
に
つ
い
て

は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
基
準
書
の
文
言
を
明
確
化

す
る
か
、
ま
た
は
比
較
的
軽
微
な
意
図
し

な
い
帰
結
、
見
落
と
し
も
し
く
は
基
準
書

の
要
求
事
項
間
の
矛
盾
を
訂
正
す
る
た
め

に
行
わ
れ
る
修
正
で
あ
り
、
新
た
な
原
則

を
提
案
ま
た
は
現
行
の
原
則
を
変
更
す
る

も
の
で
は
な
い
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号「
金
融
商
品
」お
よ
び
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
７
号「
金
融
商
品
：
開
示
」の
改
訂

は
分
類
お
よ
び
測
定
な
ら
び
に
関
連
す
る

開
示
の
改
訂
と
、
自
然
依
存
電
力
を
参
照

す
る
契
約
に
か
か
る
会
計
処
理
お
よ
び
開

示
の
改
訂
が
含
ま
れ
、
以
下
で
そ
れ
ぞ
れ

説
明
す
る
。

金
融
商
品
の
分
類
お
よ
び

測
定
の
改
訂
─
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

９
号
お
よ
び
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
７

号
の
改
訂

⑴
　
金
融
資
産
お
よ
び
金
融
負
債
の

当
初
認
識
ま
た
は
認
識
中
止
の
タ

イ
ミ
ン
グ

金
融
資
産
お
よ
び
金
融
負
債
は
企
業
が

金
融
商
品
の
契
約
条
項
の
当
事
者
に
な
っ

た
時
点
で
認
識
さ
れ
、
金
融
資
産
は
契
約

上
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
に
対
す
る
権

利
が
消
滅
し
た
ま
た
は
譲
渡
さ
れ
た
時
点

で
認
識
中
止
さ
れ
、
金
融
負
債
は
決
済
日

に
認
識
中
止
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
明
確
化

さ
れ
た
。
こ
こ
で
、
決
済
日
と
は
、
契
約

の
な
か
で
特
定
さ
れ
る
義
務
が
履
行
さ
れ

る
、
取
り
消
さ
れ
る
ま
た
は
失
効
す
る
、

あ
る
い
は
そ
れ
以
外
に
負
債
が
認
識
の
中

止
の
要
件
を
満
た
す
日
を
い
う（
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
９
号
Ｂ
３
・
1
・
２
Ａ
項
）。
た
だ
し
、

金
融
負
債
の
認
識
中
止
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ

い
て
は
以
下
で
説
明
す
る
例
外
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

本
改
訂
の
契
機
と
な
っ
た
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
解

釈
指
針
委
員
会
へ
の
質
問
は
、
電
子
送
金

シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
決
済
さ
れ
る
金
融
資

産
が
い
つ
の
時
点
で
認
識
中
止
さ
れ
る
か


